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資料３ 

 

事業運営上の留意事項  

 

 

指定に関すること 

 

・指定後の各種手続について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７７～１８０   

 

指導に関すること 

 

・指定居宅サービス事業者等に対する主な指導事項（大阪府下）・・・・・・１８１～１９６ 

 

その他 

 

・身体的拘束について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９７～２０５    

 

・地域密着型サービス利用に係る条件について・・・・・・・・・・・・・２０６～２０７ 
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指定後の各種手続きについて 

 

◆ 変更の届出、介護給付費算定に係る体制等に関する届出 

１ 変更届出書の提出 

  指定居宅サービス事業者（介護予防も含みます。）及び指定地域密着型通所介

護事業者は、当該指定に係る事業所の名称、所在地、法人名称、運営規程等厚

生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更のあった日から 10 日以

内に「変更届出書」の届出が必要です。「変更届出書」に必要書類を添付して届

け出てください。必要書類や届出方法は寝屋川市福祉部指導監査課のホームペ

ージで確認してください。 

  変更の内容によっては、介護保険事業所番号が変わる場合がありますので、

事前に相談してください。 

 （例） 

  ア 市町村を越えて事業所の所在地を移転した場合 

  イ 同一所在地同一名称で運営している複数の介護保険サービス事業の一部

の事業について、事業所名称を変更した場合 

【全サービス共通】 

事業所の名称又は所在地 

法人情報（名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名又は名称） 

登記事項証明書（当該サービスに関するものに限る。） 

事業所の平面図、管理者の氏名若しくは住所又は運営規程 

【サービスによって届出が必要】 

⑴ 定員 

  通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護 

⑵ 協力医療機関 

  訪問入浴介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護 

⑶ 福祉用具の保管、消毒方法、（委託している場合）委託先の状況 

  福祉用具貸与 
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⑷ サービス提供責任者 

  訪問介護 

⑸ 設備及び備品の概要 

  訪問入浴介護 

 

２ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出 

  指定時に届け出た「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の内容を

変更する場合（新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合等）は、

届出が必要です。算定希望月の前月の 15 日までに届け出て下さい。16 日以降

に届け出された場合は、翌々月からの算定となります。 

 （介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）

特定施設入居者生活介護については、届出があった日が月の初日であれば当該

月から、月の初日以外であればその翌月からの算定となります。 

  なお、通所介護事業所又は通所リハビリテーション事業所の大幅な定員の変

更は、「介護報酬に係る事業所規模による区分」も変更となり、介護給付費算定

に係る体制等に関する届出書の提出が必要となる場合がありますので、事前に

相談してください。 

 

◆ 廃止、休止、再開の届出 

１ 廃止（休止・再開）届出書の提出 

  指定以降に廃止、休止、再開をする場合は、「廃止（休止・再開）届出書」の

提出が必要です。 

 

２ 廃止（休止・再開）届出書の提出に伴う留意事項 

 ⑴ 休止の場合 

   事業者としての要件（指定基準）を満たさなくなった場合等で、かつ、事

業継続の意思を有する場合は、休止届出書の提出が必要です。（休止期間は最

大６か月です。） 

   利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ他

の事業所等への引き継ぎの対応を行ってください。 
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   届出の提出期限は、休止予定日の１か月前までです。来庁対応のみの受付

で、郵送での受付はできません。あらかじめ日時をご予約の上、持参してく

ださい。 

 ⑵ 再開の場合 

   休止届出書を提出した事業者が事業を再開する場合は、再開届出書の提出

が必要です。なお、必ず再開前にご連絡いただき、来庁により再開届出書を

提出してください。 

 ⑶ 廃止の場合 

   事業を廃止する場合は、廃止届出書の提出が必要です。（指定書（又は更新

指定書）の原本を添付してください。） 

   利用者へのサービス提供に空白が生じないよう、利用者の希望を踏まえ他

の事業所等への引き継ぎの対応を行ってください。 

   届出の提出期限は、廃止予定日の１か月前までです。来庁対応のみの受付

で、郵送での受付はできません。あらかじめ日時をご予約の上、持参してく

ださい。 

 

◆ 指定の更新 

  指定事業者として事業を実施するためには、６年ごとに指定の更新が必要で

す。指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬が請求できなく

なります。 

 （例） 

新規指定日 令和３年４月１日 

有効期間満了日 令和９年３月 31 日 

更新日 令和９年４月１日 

更新後の有効期間満了日 令和 15 年３月 31 日 

１ 更新の手続 

  更新手続きが必要な事業者については、寝屋川市から郵送で更新申請のご案

内を送付します。必要書類をそろえ、案内文記載の日時に来庁してください。

審査後、更新指定書を郵送にて交付します。なお、各事業者におかれましても

更新時期の把握に努めてください。 
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２ 更新に当たっての留意事項 

 ⑴ 事業者（法人にあってはその役員、開設する各事業所の管理者）が指定更

新に当たり欠格事由に該当している場合は、指定の更新が受けられません。 

 ⑵ 事業者が法人で、同一法人グループに属し、密接な関係を有する別の法人

が指定の取消し処分を受けた場合には、指定の更新が受けられない場合があ

ります。 

 ⑶ 休止中の事業所については、指定の更新が受けられません。更新申請まで

に再開届を提出し事業を再開するか、廃止届を提出する必要があります。 

 ⑷ 更新対象事業所の指定有効期間と、同一所在地で一体的に行う他の事業所

の指定有効期間を合わせることが可能です。指定有効期間を合わせる場合は、

更新申請に必要な書類に加え、申出書を提出してください。 

 

◆ 様式及び添付書類 

  変更届出書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、廃止（休止・再

開）届出書の様式や添付書類等は、寝屋川市福祉部指導監査課のホームページ

に掲載しています。 

 

◆ 指定・更新に係る手数料 

  指定申請や指定更新申請の際には、手数料が必要です。（寝屋川市外の事業所

等からの手数料徴収は行いません。） 

 新規指定 更新（６年ごと） 

居宅サービス事業者 

地域密着型サービス事業者 

同時申請 

35,000 円 

30,000 円  

 

同時申請 

10,000 円 

 

 

10,000 円 

介護予防サービス事業者 

地域密着型介護予防サービス

事業者 

30,000 円 10,000 円 

指定事業者（寝屋川市指定第

１号事業） 
30,000 円 10,000 円 

居宅介護支援事業者 

介護予防支援事業者 
30,000 円 10,000 円 
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身体的拘束について 

● 身体的拘束と高齢者虐待との関係 

「緊急やむを得ない場合」ではない身体的拘束は 

高齢者虐待に該当します。 

 

●「緊急やむを得ない場合」の要件 

 

「切迫性」：利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体

が危険にさらされる可能性が著しく高いこと 

「非代替性」：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代

替する介護方法がないこと  

「一時性」：身体拘束その他の行動制限が一時的なもので

あること  

 

 上記３要件を同時に満たすことが必要です。 

 

●「緊急やむを得ない場合」の手続 

 

１ 担当の職員又はチームではなく、施設（事業所）全体で

判断する。（他の方法がないか検討する。） 

２ 身体拘束の内容・目的・時間・期間等を本人や家族に十

分に説明し同意を求める。 

３ 常に観察、再検討し、３要件に該当しなくなった場合に

は速やかに解除する。 

４ 身体拘束の態様・時間、心身の状況、緊急やむを得なか

った理由を記録する。 
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● 身体的拘束等の適正化を図るための措置 

 

 １ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会を３月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底すること 

 ２ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

 ３ 介護職員その他の従業者に身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること 

 

  身体的拘束等の実施の有無にかかわらず、上記のすべて

の措置を講じていなければなりません。 




















